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令和４(2022)年みよし市教育委員会 第２回臨時会 会議録 

日 時 

 

場 所 

 

出 席 委 員 

 

 

 

説明のため出

席した職員 

 

 

 

書   記 

 

傍 聴 者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 程 １ 

【開会宣言】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育部次長 

 

 

 

 

教 育 長 

 

教育部次長 

 

清 水 委 員 

 

教育部次長 

 

教 育 長 

 

 

 

 

 

教 育 長 

 

教 育 長 

 

 

令和４(2022)年１０月３日（月）午前９時３０分開議 

 

市役所６階６０１・６０２会議室 

 

教育長：増 岡 潤一郎   教育長職務代理者：鈴 木 千 郷 

委  員：近 藤 憲 司   委 員：加 藤 知 子 

委 員：清 水 素 子 

 

教育部長：冨田泰隆、教育部参事兼学校教育課長：新美貴宏、教育部次長

兼教育行政課長：木戸貴秀、歴史民俗資料館長：村山孝文、学校給食セン

ター所長：伊藤益好、スポーツ課長：林 幸男、生涯学習推進課長兼中央

図書館長：二子石 勝 

 

教育行政課副主幹：西世古貴志、教育行政課主査：溝口 洋 

 

なし 

 

令和４年第２回教育委員会臨時会の開会に先立ち、１０月１日付けで新

たに教育長及び教育委員に就任されました、２人にごあいさつをいただき

ます。 

最初に増岡教育長よろしくお願いします。 

 

≪あいさつ≫ 

 

 ありがとうございました。続きまして清水委員よろしくお願いします。 

 

≪あいさつ≫ 

 

ありがとうございました。 

 

それでは、会議を始めていきます。 

教育委員会会議の開会及び閉会につきましては、みよし市教育委員会会

議規則第８条の規定により、教育長が宣言することとなっております。 

 また、会議録の作成につきましては、会議規則第１６条第１項の規定に

基づき、教育行政課西世古副主幹及び溝口主査にお願いします。 

 

本日の臨時会への傍聴の申出はありませんでした。 

 

日程１ 令和４年みよし市教育委員会第２回臨時会を開会します。 

（午前９時３０分） 

 



 臨‐2 

日 程 ２ 

【教育長職

務代理者の

指名】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 程 ３ 

【議席の指

定】 

 

 

 

 

 

 

日 程 ４ 

【 議 事 】 

承認第１８

号（臨時代理

の承認につ

いて みよ

し市教育委

員会事務局

職員の退職

について） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教 育 長 

 

 

 

 

 

教育部次長 

 

 

教 育 長 

職務代理者 

 

教育部次長 

 

教 育 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

教 育 長 

 

教 育 長 

 

 

 

 

 

 

 

教 育 長 

職務代理者 

 

教育行政課長 

 

 

 

 

 

 日程２ 教育長職務代理者の指名についてです。 

 教育長職務代理者については、地方教育行政の組織及び運営に関する法

律第１３条第２項により、教育長が指名することとなっています。 

 教育長職務代理者に鈴木千郷委員を指名します。鈴木委員よろしくお願

いします。 

 

 教育長職務代理者には鈴木委員が指名されましたので、鈴木教育長職務

代理者にごあいさつをお願いします。 

 

 ≪あいさつ≫ 

 

 

ありがとうございました。 

 

日程３ 議席の指定を行います。 

 委員の議席は、みよし市教育委員会会議規則第７条の規定により、教育

長が定めることとなっています。 

 議席については、教育長を議席番号１番、教育長から見て左側を議席番

号２とし、教育長職務代理者の議席、教育長職務代理者から見て左側を議

席番号３、さらにその左側を議席番号４とし、教育長から見て右側を議席

番号５とします。委員の議席は、ただいまご着席の席として指定します。 

 よろしくお願いします。 

 

 日程４、議事に入ります。 

 

 承認第１８号につきましては、私の一身上に関する事件のため、地方教

育行政の組織及び運営に関する法律第１４条第６項の規定に基づき、議事

に参与することができないので退席いたします。 

 なお、承認第１８号の議事につきましては、同法第１３条第２項の規定

に基づき鈴木教育長職務代理者にお願いします。 

  

  （教育長退席） 

 

 承認第１８号の説明をお願いします。 

 

 

 資料２ページをご覧ください。 

 承認第１８号 臨時代理の承認について、みよし市教育委員会事務局職

員の退職について、教育長に対する事務委委任規則第３条により、臨時代

理しましたので、事務委任規則第４条により報告し、承認を求めるもので

す。 

 



 臨‐3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 程 ５ 

【閉会宣言】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教 育 長 

職務代理者 

 

各 委 員 

教 育 長 

職務代理者 

 

 

各 委 員 

 

教 育 長 

職務代理者 

 

 

 

 

教 育 長 

 

 

教 育 長 

 

 

教 育 長 

 

事 務 局 

 

 ３ページをご覧ください。臨時代理書になります 

 教育長に対する事務委任規則第２条第６号に規定する教育委員会事務

局職員の任免について、緊急を要し、かつ、教育委員会の会議を招集する

時間的余裕がないので、事務委任規則第３条の規定により臨時に代理した

ものです 

 臨時代理の内容は、令和４年９月２９日付けのみよし市教育委員会事務

局職員の退職となります。 

 詳細は４ページをご覧ください。教育部の増岡参事が本人の願いにより

普通退職しております。 

 辞令簿を次のページに掲載しておりますので、ご確認ください。以上、

説明とします。 

 

 承認第１８号について、質疑のある委員は挙手をお願いします。 

 

 

 【質疑なし】 

 質疑ありませんので、承認第１８号臨時代理の承認について みよし市

教育委員会事務局職員の退職について、原案を可決することに賛成の委員

の挙手を求めます。 

 

 【挙手全員】 

 

 挙手全員です。よって、承認第１８号は原案のとおり可決されました。 

 以上で承認第１８号の議事を終了いたします。ここで先に退席した増岡

教育長の出席をもとめます。 

 

 （増岡教育長 着席） 

 

 承認第１８号につきましては、慎重審議誠にありがとうございました。 

 以上で、本日の日程の案件は、すべて終了しました。 

 

 日程５ 令和４年みよし市教育委員会第２回臨時会を閉会します。 

（午前９時４０分） 

 

次回の開催予定の調整をお願いします。 

 

 次回、第１０回定例会は、令和４年１０月２０日木曜日午前１０時から、

市役所６階６０１．６０２会議室にて開催します。 

 

 

 


